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第1章 総則 
(目的) 

第1条 東京理科大学(以下「本学」という。)は、一般教養とともに、理学、薬学及び

工学の原理及びその応用を教授研究し、人格高く、かつ、応用力に富む有為の人物を

育成して、文化の進展に寄与することを目的とする。 
(設置) 

第2条 本学に、学部、大学院及び専攻科を置く。 
2 大学院に関する学則は、別にこれを定める。 

(内部質保証) 
第2条の2 本学は、その教育研究水準の向上を図り、本学の目的及び社会的使命を達成

するため、内部質保証体制を整備し、本学における教育研究活動の状況について自ら

点検・評価を行うとともに、不断の改善活動を行う。 
2 前項の内部質保証体制に関し必要な事項は、別に定める。 

(教育内容等の改善のための研修) 
第2条の3 本学は、授業の内容、教授法等の教育活動の継続的な改善の推進及び支援を

行うため組織的な研修及び研究を実施するものとする。 
2 前項の研修及び研究に関し必要な事項は、別に定める。 

第2章 学部等 
(修業年限等) 

第3条 本学の学部の修業年限は、4年とする。 
2 学生は、8年を超えて在学することができない。 
3 転学部、転学科又は編入学をした学生は、当該学生の在学すべき年数の2倍に相当す

る年数を超えて在学することができない。 



4 再入学した学生は、再入学前の在学年数を加えて、通算で8年を超えて在学すること

ができない。 
5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、薬学部薬学科については、修業年限は6年と

し、当該学生は12年を超えて在学することができない。 
6 第4項の規定にかかわらず、薬学部薬学科に再入学した学生は、再入学前の在学年数

を加えて、通算で12年を超えて在学することができない。 
(学部) 

第4条 本学に理学部第一部、理学部第二部、薬学部、工学部、創域理工学部、先進工

学部及び経営学部(以下「各学部」という。)を置く。 
(学科) 

第5条 各学部に次の学科を置く。 
理学部第一部 数学科 物理学科 化学科 応用数学科 応用化学科 
理学部第二部 数学科 物理学科 化学科 
薬学部 薬学科 生命創薬科学科 
工学部 建築学科 工業化学科 電気工学科 情報工学科 機械工学科 
創域理工学部 数理科学科 先端物理学科 情報計算科学科 生命生物科学科 建築学

科 先端化学科 電気電子情報工学科 経営システム工学科 機械航空

宇宙工学科 社会基盤工学科 
先進工学部 電子システム工学科 マテリアル創成工学科 生命システム工学科 物

理工学科 機能デザイン工学科 
経営学部 経営学科 ビジネスエコノミクス学科 国際デザイン経営学科 
2 工学部建築学科は昼夜開講制とし、夜間主社会人コースを置く。 

(教養教育研究院) 
第5条の2 本学の教養教育を全学的に実施するための組織として、教養教育研究院を置

く。 
2 教養教育研究院に、次に掲げるキャンパス教養部を置く。 

(1) 神楽坂キャンパス教養部 
(2) 野田キャンパス教養部 
(3) 葛飾キャンパス教養部 
(4) 北海道・長万部キャンパス教養部 

3 教養教育研究院に関する必要な事項は、別に定める。 
(学部及び学科の目的等) 

第5条の3 各学部及び各学科の人材育成に関する目的は、別表第7のとおりとする。 
(収容定員) 

第6条 各学部の収容定員は、次のとおりとする。 
  入学定員 収容定員 
理学部第一部     

数学科 115人 460人 
物理学科 115人 460人 
化学科 115人 460人 
応用数学科 120人 480人 
応用化学科 120人 480人 

理学部第二部     
数学科 120人 480人 
物理学科 120人 480人 
化学科 120人 480人 



薬学部     
薬学科 100人 600人 
生命創薬科学科 100人 400人 

工学部     
建築学科  110人 440人 

夜間主社会人

コース 
(2年次編入学) 
20人 

60人 

工業化学科 110人 440人 
電気工学科 110人 440人 
情報工学科 110人 440人 
機械工学科 110人 440人 

創域理工学部     
数理科学科 90人 360人 
先端物理学科 100人 400人 
情報計算科学科 120人 480人 
生命生物科学科 110人 440人 
建築学科 120人 480人 
先端化学科 120人 480人 
電気電子情報工学科 150人 600人 
経営システム工学科 110人 440人 
機械航空宇宙工学科 130人 520人 
社会基盤工学科 110人 440人 

先進工学部     
電子システム工学科 115人 460人 
マテリアル創成工学科 115人 460人 
生命システム工学科 115人 460人 
物理工学科 115人 460人 
機能デザイン工学科 115人 460人 

経営学部     
経営学科 180人 720人 
ビジネスエコノミクス学

科 
180人 720人 

国際デザイン経営学科 120人 480人 
(学年、学期及び授業期間) 

第7条 学年は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 
2 学年を次の学期に分ける。ただし、事情により若干の変更を行うことがある。 

前期 4月1日から9月30日まで 
後期 10月1日から翌年3月31日まで 

3 前項に定める各学期を前半及び後半に分けることができるものとする。 
4 授業期間は、年間35週にわたることを原則とし、学期ごとに15週以上を設ける。 

(休業日) 
第7条の2 本学の休業日は、次のとおりとする。 

(1) 日曜日 
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 
(3) 東京理科大学創立記念日 5月4日 



(4) 東京物理学園記念日 6月14日 
(5) 春期休業 3月21日から4月8日まで 
(6) 夏期休業 8月1日から9月17日まで 
(7) 冬期休業 12月23日から翌年1月11日まで 

2 必要がある場合は、本学の学長(以下「学長」という。)は、前項に規定する休業日

を臨時に変更することができる。 
3 第1項に定めるもののほか、学長は、臨時の休業日を定めることができる。 
4 第1項に定める休業日において、必要がある場合は、授業を行うことがある。 

第3章 学長、副学長、学部長、教養教育研究院長、教育職員及び事務職員等 
(学長) 

第8条 本学に学長を置く。 
2 学長は校務に関する最終決定権を持ち、所属の職員を統督する。 
3 学長の選任は、別に定める学長選考に関する規程によって行う。 

(副学長) 
第8条の2 本学に、副学長を置く。 
2 副学長は、学長を助け、学長の命を受けて校務をつかさどる。 
3 学長は第1項に規定する副学長のうちから、あらかじめ総括副学長を指名する。 
4 副学長の選任は、別に定める副学長に関する規程によって行う。 

(学部長) 
第8条の3 本学の各学部に、学部長を置く。 
2 学部長は、学長の命を受けて、その学部の運営に関する事項を掌理する。 

(教養教育研究院長) 
第8条の4 本学の教養教育研究院に教養教育研究院長を置く。 
2 教養教育研究院長は、学長の命を受けて、教養教育研究院の運営に関する事項を掌

理する。 
(教育職員) 

第8条の5 教育職員として教授、准教授、講師、助教及び助手を置く。 
(事務職員等) 

第8条の6 事務職員として参事、参事補、主事、主事補及び書記を置く。 
2 前項の規定のほか、技術職員その他必要な職員を置く。 

(研修の機会) 
第8条の7 本学は、大学運営の高度化に対応し、教育研究活動等の適切かつ効果的な運

営を図るため、第8条から前条までに規定する者に必要な知識及び技能を習得させ、

並びにその能力及び資質を向上させるための研修を実施するものとする。 
2 前項の研修に関し必要な事項は、別に定める。 

第4章 教育課程、学修成果の評価及び卒業 
(教育課程) 

第9条 本学の教育課程は、授業科目を体系的に編成し、4年間(薬学部薬学科において

は6年間)を一体とした教育を行う。 
2 教育課程は、専門科目、基礎科目、一般教養科目及び自由科目を置く。 
3 専門科目は、各専門分野における専門知識及び能力を養うための科目をいう。 
4 基礎科目は、各専門分野の基盤をなす科目をいい、専門基礎、基幹基礎及び関連専

門基礎からなる。 
5 一般教養科目は、幅広い教養に関する科目をいい、自然を学ぶ科目群、人間と社会

を学ぶ科目群、キャリア形成を学ぶ科目群、外国語を学ぶ科目群及び領域を超えて学

ぶ科目群からなる。 



6 自由科目は、他学部他学科を含む専門科目、基礎科目及び一般教養科目のうちから

各学部で定める科目をいう。 
7 卒業所要単位は次の表によることのほか、その細目は、各学部の定めるところによ

る。 
学部 学科 専門科目 基礎科目 一般教養科目 自由科目 合計 
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理学部 
第一部 

数学科 62単位 32単位 30単位 ＼ 124単位 
物理学科 72単位 26単位 30単位 128単位 
化学科 62単位 34単位 28単位 124単位 
応用数学科 68単位 28単位 30単位 126単位 
応用化学科 58単位 38単位 28単位 124単位 

理学部 
第二部 

数学科 72単位 26単位 26単位 ＼ 124単位 
物理学科 64単位 34単位 
化学科 70単位 28単位 

薬学部 薬学科 143単位 32単位 24単位 ＼ 199単位 
生命創薬科学科 82単位 29単位 28単位 ＼ 139単位 

工学部 建築学

科 
 73単位 30単位 30単位 ＼ 133単位 
夜間主

社会人

コース 

71単位 25単位 28単位 124単位 

工業化学科 65単位 31単位 30単位 126単位 
電気工学科 68単位 32単位 130単位 
情報工学科 67単位 31単位 128単位 
機械工学科 66単位 34単位 130単位 

創域理工

学部 
数理科学科 58単位 32単位 30単位 4単位 124単位 
先端物理学科 34単位 126単位 
情報計算科学科 63単位 25単位 8単位 
生命生物科学科 65単位 27単位 32単位 4単位 128単位 
建築学科 70単位 28単位 30単位 ＼ 
先端化学科 30単位 130単位 
電気電子情報工

学科 
71単位 29単位 

経営システム工

学科 
62単位 32単位 32単位 126単位 

機械航空宇宙工 74単位 26単位 30単位 130単位 



学科 
社会基盤工学科 66単位 28単位 124単位 

先進工学

部 
電子システム工

学科 
69単位 25単位 30単位 2単位 126単位 

マテリアル創成

工学科 
60単位 31単位 8単位 129単位 

生命システム工

学科 
75単位 16単位 7単位 128単位 

物理工学科 67単位 29単位 30単位 2単位 128単位 
機能デザイン工

学科 
60単位 30単位 6単位 126単位 

経営学部 経営学科 60単位 34単位 30単位 4単位 128単位 
ビジネスエコノ

ミクス学科 
34単位 52単位 12単位 

国際デザイン経

営学科 
57単位 33単位 8単位 

備考 一般教養科目 外国語を学ぶ科目群のうち英語に関する科目は、8単位以上

12単位以下を必修とし、各学部で定める。 
(大学院授業科目の履修) 

第9条の2 教育上有益と認めるときは、別に定めるところにより15単位を超えない範

囲で、本学各学部の学生に本学大学院授業科目の履修を認めることができる。 
2 前項の規定により修得した本学大学院授業科目の単位は、本学の卒業に要する単位

に含めることはできない。 
(長期にわたる教育課程の履修) 

第9条の3 学生が、職業を有している等の事情により、第3条第1項に規定する修業年

限を超えて一定期間にわたり計画的に教育課程を履修すること(以下「長期履修」と

いう。)を希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。 
2 長期履修に関する規程は、別にこれを定める。 

(授業科目の区分) 
第10条 授業科目は、必修科目、選択必修科目及び選択科目とする。 
2 前項の授業科目の履修に関し必要な事項については、別に定める。 

(授業科目、単位数等) 
第10条の2 授業科目の名称、標準履修学年、単位数等は、別表第8のとおりとする。 

(授業の方法) 
第10条の3 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれ

らの併用により行うものとする。 
2 本学は、文部科学大臣が定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高

度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 
3 本学は、第1項の授業を外国において履修させることができる。前項の規定により多

様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合

についても、同様とする。 
(単位制及び単位の計算方法) 

第11条 授業科目の履修は、単位制とする。 
2 前項の場合において、単位数の算定に当たっては、1単位の授業科目を45時間の学

修を必要とする内容をもって構成することとし、授業の方法に応じ次の基準を下限と

して各学部で単位数を定める。 



(1) 講義及び演習については、15時間の授業をもって1単位とする。 
(2) 実験、実習及び実技については、30時間の授業をもって1単位とする。 

3 前項の規定にかかわらず、卒業研究、卒業制作、卒業論文等の授業科目については、

これらに必要な学修等を考慮して、各学部で単位数を定める。 
(留学生に関する教育課程の特例) 

第12条 第9条の規定にかかわらず、外国人留学生に対する一般教養科目の履修の特例

については、別に定める。 
(単位の認定) 

第13条 授業科目を履修し、その試験等に基づく学修成果の評価が合格と判定された者

には、当該授業科目所定の単位を与える。 
2 前項の授業科目の試験に関し必要な事項については、別に定める。 

(学修成果の評価) 
第14条 学修成果は、各授業科目の学業成績を、秀、優、良、可又は不可をもってこれ

を表し、秀、優、良及び可を合格、不可を不合格とする。この場合、秀、優、良、可

をそれぞれS、A、B、Cに、不可をDに代えて表すことができる。 
2 前項の学修成果の評価に関し必要な事項については、別に定める。 

(既修得単位の認定) 
第15条 新たに本学の第1年次に入学した者が入学する前に大学(短期大学を除く。以下

同じ。)又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位は、教育上有

益と認める場合に限り、本学において修得したものと認定することができる。 
2 前項の規定による単位の認定は、60単位を超えない範囲で行うこととし、その認定

科目、手続等については、各学部で定めるところによる。 
(他の大学等における授業科目の履修) 

第15条の2 教育上有益と認めるときは、学生が他の大学又は短期大学(外国の大学又は

短期大学を含む。)において履修した授業科目について修得した単位を、別に定める

ところにより、前条第2項の規定により認定された単位と合わせて60単位を超えない

範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 
(大学以外の教育施設等における学修) 

第15条の3 教育上有益と認めるときは、短期大学の専攻科又は高等専門学校の専攻科

において学生が行う学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業

科目の履修とみなし、別に定めるところにより単位を与えることができる。 
2 学生が本学に入学する前に行った前項に規定する学修を、本学における授業科目の

履修とみなし、別に定めるところにより単位を与えることができる。 
3 前2項の規定により与えることができる単位数は、第15条第2項及び前条の規定によ

り本学において修得したものとされる単位数と合わせて60単位を超えないものとす

る。 
(卒業の要件) 

第16条 本学の学部を卒業するには、第3条第1項に規定する期間在学し、第9条に規定

する単位を修得しなければならない。 
2 前項の単位の修得方法の細目は、各学部の定めるところによる。 
3 第1項の規定による卒業に必要な単位数のうち、第10条の3第2項に規定する授業の

方法により修得した単位数は60単位を超えないものとする。 
(学士の学位) 

第17条 学長は、各学部の卒業者に学士の学位を授与する。 
2 学士の学位は次のとおりとする。 

理学部第一部 学士(理学) 



理学部第二部 学士(理学) 
薬学部 薬学科／学士(薬学) 

生命創薬科学科／学士(薬科学) 
工学部 学士(工学) 
創域理工学部 

／数理科学科・先端物理学科／情報計算科学科・生命生物科学科／ 学士(理学) 
／建築学科・先端化学科／電気電子情報工学科・経営システム工学科／機械航空

宇宙工学科・社会基盤工学科／ 学士(工学) 
先進工学部 学士(工学) 
経営学部 学士(経営学) 

3 学位の授与に関し必要な事項については、本学学位規則の定めるところによる。 
第5章 教育職員免許状を得るための課程 

(教育職員免許) 
第18条 教育職員免許状の所要資格を取得しようとする者は、教育職員免許法(昭和24

年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号。以下「施行

規則」という。)に定める所要の単位を修得しなければならない。 
2 本学の学部の学科において、当該所要資格を取得できる教育職員免許状の種類は、

別表第1のとおりとする。 
3 本学の理学専攻科(第38条に規定する理学専攻科をいう。)において、当該所要資格

を取得できる教育職員免許状の種類は、別表第2のとおりとする。 
(教職課程) 

第19条 教育職員免許状の所要資格を取得するための授業科目及び単位数は、別表第3
のとおりとする。 

第6章 入学、再入学、編入学、休学、留学、復学、退学、除籍並びに転学部及

び転学科 
(入学) 

第20条 入学については、学長が定める。 
(入学の時期) 

第20条の2 入学の時期は、学年の始めとする。 
(入学資格) 

第21条 本学の学部に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当するもの

とする。 
(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者 
(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程により

これに相当する学校教育を修了した者を含む。) 
(3) 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者

で文部科学大臣の指定したもの 
(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外

教育施設の当該課程を修了した者 
(5) 文部科学大臣の指定した者 
(6) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒

業程度認定試験に合格した者(廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令

第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。) 
(7) 学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、高等学校卒業

程度認定審査規則(令和4年文部科学省令第18号)による高等学校卒業程度認定審査

に合格したもの 



(8) 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上

の学力があると認めた者で、18歳に達したもの 
(二重学籍の禁止) 

第21条の2 他の大学、短期大学、高等専門学校、大学校等(外国の大学、短期大学等を

含む。以下「他の教育機関等」という。)に学位の取得等を目的とした学生又はこれ

に類する身分のもとで在籍しながら、同時に本学に在籍することはできない。 
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、本学と他の教育

機関等に同時に在籍することができる。 
(1) 本学と他の教育機関等が締結する協定に基づき、両機関に在籍する場合 
(2) 他の教育機関等に学生又はそれに類する身分のもとで在籍する者が、科目等履

修生として本学に在籍する場合 
(3) 本学の学生が、他の教育機関等に科目等履修生として在籍する場合 
(4) その他特別な事情があると認める場合 
(入学者選考) 

第22条 前条に規定する資格のある者(資格を得る見込みの者を含む。)で、本学の学部

に入学を志願するものに対しては、入学者選考を行う。 
(入学志願) 

第23条 入学志願者は、所定の入学願書に出身学校からの調査書等の書類及び入学検定

料を添えて提出することを要する。 
(外国人の入学者選考) 

第24条 外国人にして入学を志願するものに対しては、高等学校を卒業した者と同等以

上の学力を有し、かつ、履修に差し支えない程度に日本語を解する者に限り、別に定

める特別の選考により入学を許可することがある。 
(入学手続) 

第25条 入学者選考に合格した者は、保証人を立て、必要書類に入学金、授業料等を添

えて提出するものとする。 
2 保証人は、当該学生の在学中において、一身上に関する一切の責務を負うものとす

る。 
3 第1項に規定する入学手続を完了した者は、入学を許可する。 

(氏名等の変更届) 
第26条 学生又はその保証人が氏名、本籍地又は住所を変更したときは、その都度届け

出なければならない。 
(欠席) 

第27条 欠席が連続7日以上にわたるときは、事由を具し、届け出なければならない。

この場合において、その事由が病気であるときは、医師の診断書を添えることを要す

る。 
(休学) 

第28条 やむを得ない事由によって2月にわたり通学が困難で、休学を希望する場合は、

休学を願い出て、学長の許可を得なければならない。ただし、1年次に新たに入学し

た学生の前期における休学は、病気等特にやむを得ない事由による場合のほか、これ

を認めない。 
2 休学期間は、前期、後期又は1年をその期間とし、当該学年内に限るものとする。 
3 特別な事情がある場合は、休学期間を延長することができる。ただし、休学期間は、

連続して2年、通算で4年を超えることはできない。 
4 休学期間は、第3条に規定する在学期間に算入しない。 

(留学) 



第28条の2 本学の学生が、本学に在学したまま外国の大学で学修することを留学とい

う。 
2 留学を希望する者は、留学を願い出て、学長の許可を得なければならない。 
3 留学期間は、第3条に規定する在学期間に算入する。 

(復学) 
第29条 休学期間が満了し、復学を希望する場合は、復学を願い出て、学長の許可を得

なければならない。 
(退学) 

第30条 やむを得ない事由によって退学を希望する場合は、退学を願い出て、学長の許

可を得なければならない。 
(除籍) 

第30条の2 次の各号のいずれかに該当する場合は、学長が除籍する。 
(1) 第3条に規定する在学期間を超えた者 
(2) 第21条の2に規定する二重学籍に該当する者 
(3) 第28条に規定する休学期間を超えてなお復学しない者 
(4) この学則及び関係諸規程に定める所定の手続を怠った者 
(5) 授業料、教育充実費及び休学在籍料の納付を怠った者 
(6) 当該学部が定める進級条件を満たすことができずに所定の在学期間を超えた者 
(7) 死亡又は長期間にわたり行方不明の者 
(編入学資格) 

第31条 本学の学部に編入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者

とする。 
(1) 学士の学位を有する者 
(2) 大学に2年以上在学し、62単位以上修得した後に退学した者 
(3) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者 
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第82条の10に規定する専修学校の専門課程を

修了した者 
(5) 前各号と同等以上の学力があると認めた者 
(編入学者選考) 

第31条の2 前条に規定する資格のある者(資格を得る見込みの者を含む。)で、本学の

学部に編入学を志願するものがあるときは、当該学部学科に欠員があり、かつ、学生

の学修に支障がないと認めた場合に限り、学長は、選考の上、第3年次以下に編入学

を許可することがある。 
2 前項の規定にかかわらず、前条に規定する資格のある者(資格を得る見込みの者を含

む。)で、工学部建築学科夜間主社会人コースの第2年次に編入学を志願するものに対

し、学長は、選考の上、編入学を許可する。 
(再入学) 

第31条の3 第30条の規定により退学した者のうち、退学後3年以内に再入学を志願す

る者があったときは、当該学部学科に欠員があり、かつ、学生の学修に支障がないと

認めた場合に限り、学長は、選考の上、これを許可することがある。ただし、第24
条の規定により入学した留学生の再入学は認めないものとする。 

2 再入学を許可され入学した者が退学となった場合、以後の再入学は認めない。 
(転学部及び転学科) 

第31条の4 本学の学部の学生で、転学部又は転学科を志望するものがあるときは、当

該学部学科に欠員があり、かつ、学生の学修に支障がないと認めた場合に限り、学長

は、選考の上、第3年次以下に転学部又は転学科を許可することがある。ただし、転



学部及び転学科は、在学中1回に限る。 
(編入学等の規程) 

第31条の5 編入学、再入学、転学部及び転学科については、第3条第3項及び第31条か

ら前条までに定めるもののほか、別に定める編入学、再入学、転学部及び転学科に関

する規程による。 
第7章 入学検定料、入学金、授業料その他 

(入学検定料) 
第32条 本学に入学を志願する者は、第23条に規定する手続と同時に、別表第4に定め

る額の入学検定料を納めなければならない。 
2 いったん納付した入学検定料は、返還しない。 

(入学金) 
第33条 第25条の入学金は、別表第4に定める額とし、指定された期日までに納めなけ

ればならない。 
2 いったん納付した入学金は、返還しない。 

(授業料及び教育充実費) 
第34条 授業料及び教育充実費は、別表第4に定める額とする。 
2 前項に掲げる授業料及び教育充実費は、学年の始めの所定の期日までに納入しなけ

ればならない。ただし、2期に分けて分納することができる。 
3 いったん納付した授業料及び教育充実費は、返還しない。 
4 前項の規定にかかわらず、所定の書類により所定の期日までに入学辞退又は退学を

申し出た場合においては、授業料及び教育充実費を返還することができる。 
(実験実習費) 

第35条 学生の実験及び実習に要する費用は、別に徴収する。 
2 いったん納付した実験実習費は、返還しない。 
3 前項の規定にかかわらず、所定の書類により所定の期日までに入学辞退又は退学を

申し出た場合においては、実験実習費を返還することができる。 
第36条 削除 

(授業料等の変更) 
第37条 第32条から第34条までに規定する入学検定料、入学金及び授業料等の金額は、

事情によりこれを変更することがある。 
(授業料及び教育充実費の免除及び徴収の猶予) 

第37条の2 特別な事情があると認めるときは、授業料及び教育充実費の全部若しくは

一部を免除し、又は授業料及び教育充実費の徴収を猶予することができる。 
(休学在籍料) 

第37条の3 第28条の規定により休学を許可された場合は、授業料及び教育充実費を免

除し、別に定める休学在籍料を納めなければならない。 
第8章 専攻科 

(理学専攻科) 
第38条 大学卒業者に対し、特設課程による教育を行い、理学部門における有能な教育

者を養成することを目的として、修業年限1年の理学専攻科(以下「専攻科」という。)
を置く。 
(専攻) 

第39条 専攻科に数学専攻、物理学専攻及び化学専攻の3部門を置く。 
(授業科目、単位数等) 

第39条の2 専攻科の授業科目の名称、単位数等は、別表第9のとおりとする。 
第40条 削除 



(専攻科の入学資格) 
第41条 専攻科に入学できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

(1) 大学を卒業した者 
(2) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者 
(3) 文部科学大臣が指定した者 
(4) その他専攻科において、大学を卒業した者と同等以上の学力を有するものと認

めた者 
(専攻科への入学志願) 

第42条 専攻科に入学を志願する者は、所定の入学願書に必要書類及び入学検定料を添

えて提出することを要する。 
(専攻科の入学検定料) 

第43条 専攻科に入学を志願する者は、前条に規定する手続と同時に、別表第5に定め

る額の入学検定料を納めなければならない。 
(専攻科の入学金、授業料等) 

第44条 専攻科の入学者選考に合格した者は、別表第5に定める額の入学金、授業料等

を指定された期日までに納めなければならない。 
(専攻科の実験実習費) 

第45条 専攻科の学生の実験及び実習に要する費用は、別に徴収する。 
(修了の要件) 

第46条 専攻科を修了するには、1年以上在学し、所定の授業科目のうち、必修科目と

選択科目合わせて30単位以上を修得しなければならない。 
2 前項に規定する単位を修得した者は、学長が修了を認める。 

(専攻科の収容定員) 
第47条 専攻科の収容定員は、次のとおりとする。 

数学専攻 20人 
物理学専攻 20人 
化学専攻 20人 

(専攻科の規程) 
第48条 専攻科に関しては、本章に規定するもののほか、この学則によるものとする。 
2 専攻科の運営に関する規程は、別に定める。 

第9章 科目等履修生、特別履修生及び研究生 
(科目等履修生) 

第49条 本学の学部又は専攻科の特定の授業科目の履修を願い出る者があるときは、本

学の学生の学修に支障がないと認めた場合に限り、選考の上、科目等履修生として履

修を許可することがある。 
2 学部の授業科目の履修を願い出ることができる者は、第21条に規定する入学資格を

有する者とする。 
3 専攻科の授業科目の履修を願い出ることができる者は、次の各号のいずれかに該当

する者とする。 
(1) 学士の学位を有する者 
(2) 志望授業科目を学修するに十分な学力があると認められた者 
(科目等履修生の志願) 

第50条 科目等履修生として履修を願い出る者は、所定の願書に必要書類及び別表第6
に定める額の審査料を添えて提出することを要する。 
(履修料等) 

第51条 科目等履修生の選考に合格した者は、別表第6に定める額の履修料を、指定さ



れた期日までに納めなければならない。 
2 科目等履修生の実験及び実習に要する費用は、別に徴収する。 

(科目等履修生の規程) 
第52条 その他科目等履修生については、別に定める科目等履修生に関する規程による。 

(準用規定) 
第53条 科目等履修生については、第49条から前条までに定めるもののほか、第7条の

2、第11条、第13条、第14条及び第20条の2の規定を準用する。 
(特別履修生) 

第53条の2 他の大学又は外国の大学の学生が当該大学との協議に基づき、本学の授業

科目の履修を願い出たときは、特別履修生として履修を許可することができる。 
2 前項の特別履修生に関する規程は、別にこれを定める。 

(研究生) 
第53条の3 本学の学部又は第62条の2第3項第3号に規定する研究所等において専門事

項について研究しようとする者があるときは、当該学部又は当該研究所等において支

障がないと認めた場合に限り、学長が研究生として入学を許可することがある。 
2 前項の研究生に関する規程は、別にこれを定める。 

第10章 教授会及び教授総会 
(教授会及び教授総会) 

第54条 各学部及び教養教育研究院の教育研究に関する審議を行うため教授会及び教

授総会を置く。 
第55条 削除 

(教授会及び教授総会の審議事項) 
第56条 各学部における教授会及び教授総会は、学長が次に掲げる事項について決定を

行うに当たり、審議し、意見を述べるものとする。 
(1) 学生の入学、卒業及び課程の修了に関する事項 
(2) 学位の授与に関する事項 
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、学部における教授

会及び教授総会の意見が必要なものとして、学長が別に定める事項 
2 学部における教授会及び教授総会は、前項に規定するもののほか、東京理科大学学

部教授会及び教授総会規程(昭和39年規程第14号。以下「学部教授会及び教授総会規

程」という。)に定める事項について審議する。 
3 教養教育研究院における教授会及び教授総会は、次に掲げる事項について審議し、

意見を述べるものとする。 
(1) 東京理科大学教養教育研究院教授会及び教授総会規程(令和3年規程第15号。以

下「教養教育研究院教授会及び教授総会規程」という。)に定める事項 
(2) 前号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教養教育研究院に

おける教授会及び教授総会の意見が必要なものとして、学長が別に定める事項 
(教授会及び教授総会の運営) 

第56条の2 教授会及び教授総会の運営については、第54条から前条までに定めるもの

のほか、別に定める学部教授会及び教授総会規程及び教養教育研究院教授会及び教授

総会規程による。 
第57条 削除 
第57条の2 削除 
第58条 削除 
第59条 削除 

第11章 附属施設・附属機関等 



(図書館) 
第60条 本学に東京理科大学図書館(以下「図書館」という。)を置き、図書、学術雑誌、

視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料を系統的に備え、本学の教職員及び学生並

びに学校法人東京理科大学関係者の閲覧に供する。 
2 図書館は、前項の資料の収集、整理及び提供を行うほか、学術情報の処理及び提供

のシステムを整備してその提供に努めるとともに、前項の資料の提供に関し、他大学

の図書館等との協力に努めるものとする。 
第61条 削除 

(学寮) 
第61条の2 本学の北海道・長万部地区に東京理科大学北海道・長万部学寮(以下「学寮」

という。)を置く。 
2 学寮に関する規程は、別にこれを定める。 

(近代科学資料館) 
第61条の3 本学に東京理科大学近代科学資料館(以下「資料館」という。)を置く。 
2 資料館に関する規程は、別にこれを定める。 

(データサイエンスセンター) 
第61条の4 本学に東京理科大学データサイエンスセンター(以下「データサイエンスセ

ンター」という。)を置く。 
2 データサイエンスセンターは、本学におけるデータサイエンスの教育研究に係る施

策を立案・推進し、理学系・工学系・薬学系・生命医科学系・経営学系などの専門領

域の教育研究をデータサイエンスの視点から充実・発展させるプラットフォームを提

供し、もって本学におけるデータサイエンスに係る教育研究の向上及び社会への貢献

を図ることを目的とする。 
3 データサイエンスセンターに関する規程は、別にこれを定める。 

(環境安全センター) 
第61条の5 本学に東京理科大学環境安全センター(以下「環境安全センター」という。)

を置く。 
2 環境安全センターは、本学の教育研究活動における環境保全と安全確保に関わる法

令等の遵守並びにその質的向上を図り、本学が目指す社会的及び学問的貢献に資する

ことを目的とする。 
3 環境安全センターに関する規程は、別にこれを定める。 

第12章 教育支援 
(教育支援機構) 

第62条 本学に東京理科大学教育支援機構(以下「教育支援機構」という。)を置く。 
2 教育支援機構は、全学的な教育方針の策定並びに教育施策及び教育課程の企画を行

うことで、学長の教育に係る政策の決定及び推進を支援するとともに、各学部及び研

究科における教育の充実に寄与すること、また、本学における学修・教育活動の支援、

デジタル技術を活用した教育への変革による質的転換並びに理数系分野の教育方法

及び教育指導方法に関する教育研究とその実践及び成果の発信を通じて、我が国にお

ける科学技術知識の普及の進展に寄与することを目的とする。 
3 教育支援機構に、次に掲げるセンターを置く。 

(1) 教育DX推進センター 
(2) 教職教育センター 
(3) 理数教育研究センター 

4 教育支援機構及び前項のセンターに関する規程は、別に定める。 
第13章 研究推進 



(研究推進機構) 
第62条の2 本学に東京理科大学研究推進機構(以下「研究推進機構」という。)を置く。 
2 研究推進機構は、わが国における科学技術政策や大学への社会的・経済的要求を踏

まえ、本学における学術研究の将来構想及び戦略を提示し、研究組織の活性化を図る

とともに、その学術的水準を向上させ、世界の学術的動向及び我が国の社会的動向を

適切に先導し、かつ、協働することを目的とする。 
3 研究推進機構に、次に掲げるセンター、研究院及び研究所(以下「センター等」とい

う。)を置く。 
(1) 研究推進センター 
(2) 総合研究院 
(3) 生命医科学研究所 
(4) 研究機器センター 

4 研究推進機構及び前項のセンター等に関する規程は、別に定める。 
第14章 産学連携 

(産学連携機構) 
第62条の3 本学に東京理科大学産学連携機構(以下、「産学連携機構」という。)を置

く。 
2 産学連携機構は、社会の持続的な発展を目指し、本学における教育研究の活性化を

促進することにより、研究成果の社会への還元や教育活動との連携を通じた産学連

携・社会連携活動を行い、社会貢献の促進及びイノベーションの創出を図ることを目

的とする。 
3 産学連携機構に関する規程は、別に定める。 

第15章 学生支援 
(学生支援機構) 

第63条 本学に東京理科大学学生支援機構(以下「学生支援機構」という。)を置く。 
2 学生支援機構は、本学の学生の人間形成及び大学教育に対する適応を通じた修学効

果の向上その他の学生の厚生補導並びに全学的な学生のキャリア形成支援を通じて、

正しい倫理観と豊かな人間性とともに、社会的及び職業的自立を図るために必要な能

力を身につけた学生の育成に資することを目的とする。 
3 学生支援機構に、次に掲げるセンターを置く。 

(1) 学生支援センター 
(2) キャリア支援センター 

4 学生支援機構及び前項のセンターに関する規程は、別に定める。 
第16章 国際化推進 

(国際化推進機構) 
第63条の2 本学に東京理科大学国際化推進機構(以下「国際化推進機構」という。)を

置く。 
2 国際化推進機構は、本学における国際化推進施策及び戦略を企画立案するとともに、

全学的な観点からグローバル人材の育成と、国際連携を推進し、本学の国際的地位の

向上を図ることを目的とする。 
3 国際化推進機構に、国際化推進センターを置く。 
4 国際化推進機構及び国際化推進センターに関する規程は、別に定める。 
第63条の3 削除 
第63条の4 削除 
第63条の5 削除 
第63条の6 削除 



第63条の7 削除 
第63条の8 削除 

第17章 賞罰 
(授賞) 

第64条 学長は、人物及び学業の優秀な学生に、授賞する。 
2 授賞に関する規程は、別にこれを定める。 

(懲戒) 
第65条 この学則に背き、又は学生の本分に反する行為があったときは、懲戒を加える

ものとし、その種類は、訓告、停学及び退学の3種とする。 
2 前項に規定する懲戒は、学長が行う。 
3 懲戒に関する規程は、別にこれを定める。 

附 則 
この学則は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、昭和54年3月31日以前の入学者

については、第32条、第33条、第34条の別表、及び第43条、第44条の別表の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 
附 則 

この学則は、昭和55年1月1日から施行する。 
附 則 

この学則は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、昭和55年3月31日以前の入学者

については、第32条、第33条、第34条の別表、及び第43条、第44条の別表の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 
附 則 

1 この学則は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、昭和57年3月31日以前の入学

者については、第32条、第33条、第34条の別表、及び第43条、第44条の別表の規定

にかかわらず、なお従前の例による。 
2 第6条中の理学部第一部及び工学部第一部の各学科の入学定員及び総定員は、昭和

60年度までの各年度において、次のとおり読み替えるものとする。 
理学部第一部の各学科 

年度 入学定員 総定員 
昭和57年度 100人 340人 
昭和58年度 100人 360人 
昭和59年度 100人 380人 
昭和60年度 100人 400人 

工学部第一部の各学科 
年度 入学定員 総定員 

昭和57年度 80人 260人 
昭和58年度 80人 280人 
昭和59年度 80人 300人 
昭和60年度 80人 320人 

附 則 
この学則は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、昭和58年3月31日以前の入学者

については、第32条、第33条、第34条の別表、及び第43条、第44条の別表の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 
附 則 

この学則は、昭和58年7月1日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。 
附 則 



この学則は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、昭和59年3月31日以前の入学者

については、第11条の規定、並びに第32条、第33条、第34条の別表、及び第43条、第

44条の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
附 則 

この学則は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、昭和60年3月31日以前の入学者

については、第11条の規定、並びに第32条、第33条、第34条の別表、及び第43条、第

44条の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
附 則 

1 この学則は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、昭和61年3月31日以前の入学

者については、第11条の規定、並びに第32条、第33条、第34条の別表、及び第43条、

第44条の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
2 第6条の規定にかかわらず、昭和61年度から平成4年度までの間の入学定員は、次の

とおりとする。 
学部・学科等 入学定員 

理学部第一部   
数学科 110人 
物理学科 110人 
化学科 110人 
応用数学科 110人 
応用物理学科 110人 

 
応用化学科 110人 

計 660人 
理学部第二部   

数学科 160人 
物理学科 160人 
化学科 160人 

計 480人 
薬学部   

薬学科 80人 
製薬学科 80人 

計 160人 
 
工学部第一部   

建築学科 90人 
工業化学科 90人 
電気工学科 90人 
経営工学科 90人 
機械工学科 90人 

計 450人 
工学部第二部   

建築学科 80人 
電気工学科 80人 
経営工学科 80人 

計 240人 



理工学部   
数学科 120人 
物理学科 120人 
情報科学科 90人 
応用生物科学科 90人 
建築学科 120人 
工業化学科 120人 
電気工学科 160人 
経営工学科 120人 
機械工学科 120人 
土木工学科 90人 

計 1,150人 
附 則 

1 この学則は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、昭和62年3月31日以前の入学

者については、第11条の規定、並びに第32条、第33条、第34条の別表、及び第43条、

第44条の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
2 前項ただし書の第11条の規定に関する附則において、第11条中、理学部第二部、薬

学部、理工学部に設ける総合科目を卒業するのに必要な単位に含める改正については、

これを適用しない。 
3 第6条中の基礎工学部の各学科の入学定員及び総定員は、平成2年度までの各年度に

おいて、次のとおり読み替えるものとする。 
年度 入学定員 総定員 

昭和62年度 80人 80人 
昭和63年度 80人 160人 
平成元年度 80人 240人 
平成2年度 80人 320人 

附 則 
この学則は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、昭和63年3月31日以前の入学者

については、第32条、第33条、第34条の別表、及び第43条、第44条の別表の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 
附 則 

この学則は、昭和63年10月1日から施行する。 
附 則 

この学則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、平成元年3月31日以前の入学者

については、第32条、第33条、第34条の別表、及び第43条、第44条の別表の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 
附 則 

この学則は、平成2年4月1日から施行する。ただし、平成2年3月31日以前の入学者に

ついては、第32条、第33条、第34条の別表、及び第43条、第44条の別表の規定にかか

わらず、なお従前の例による。 
附 則 

1 この学則は、平成3年4月1日から施行する。ただし、平成3年3月31日以前の入学者

については、第11条の規定、並びに第32条、第33条、第34条の別表、及び第43条、

第44条の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
2 第6条の規定にかかわらず、平成3年度から平成11年度までの間の入学定員は、次の

とおりとする。 



学部・学科等 入学定員 
理学部第二部   

数学科 200人 
物理学科 200人 
化学科 200人 

計 600人 
附 則 

この学則は、平成3年7月1日から施行する。ただし、平成3年度以前の聴講生は第8章
の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 
この学則は、平成4年4月1日から施行する。ただし、平成4年3月31日以前の入学者に

ついては、第11条の規定、並びに第32条、第33条、第34条の別表、及び第43条、第44
条の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 
1 この学則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、平成5年3月31日以前の入学者

については、第32条、第33条、第34条の別表、及び第43条、第44条の別表の規定に

かかわらず、なお従前の例による。 
2 第6条中の経営学部経営学科の入学定員及び収容定員は平成8年度までの各年度に

おいて、次のとおり読み替えるものとする。 
年度 入学定員 収容定員 

平成5年度 200人 200人 
平成6年度 200人 400人 
平成7年度 200人 600人 
平成8年度 200人 800人 
3 第6条の規定にかかわらず、平成5年度から平成11年度までの間の入学定員は、次の

とおりとする。 
学部・学科等 入学定員 

理学部第一部   
数学科 110人 
物理学科 110人 
化学科 110人 
応用数学科 110人 
応用物理学科 110人 
応用化学科 110人 

計 660人 
工学部第一部   

建築学科 90人 
工業化学科 90人 
電気工学科 90人 
経営工学科 90人 
機械工学科 90人 

計 450人 
理工学部   

数学科 120人 
物理学科 120人 



情報科学科 90人 
応用生物科学科 90人 
建築学科 120人 
工業化学科 120人 
電気工学科 160人 
経営工学科 120人 
機械工学科 120人 
土木工学科 90人 

計 1,150人 
附 則 

1 この学則は、平成6年4月1日から施行する。 
2 経営学部にあっては、第9条、第11条、第12条、第16条の規定にかかわらず、なお

従前の例による。 
3 平成6年3月31日以前の経営学部を除く各学部の入学者については、第9条、第11条、

第12条、第16条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 
4 平成6年3月31日以前に入学した者の標準学年次に編入学、再入学、転学部、転学科

した者については、各学部の定めるところにより、なお従前の例によることができる。 
5 平成6年3月31日以前の入学者については、第32条、第33条、第34条の別表、及び第

43条、第44条の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
附 則 

1 この学則は、平成7年4月1日から施行する。 
2 平成6年4月1日において理学部第二部数学科及び工学部第二部建築学科の第1年次

に在籍する者を除く平成7年3月31日以前の入学者については、第9条第6項の規定に

かかわらず、なお従前の例による。 
3 平成7年3月31日以前の入学者については、第32条、第33条、第34条の別表、及び第

43条、第44条の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
附 則 

1 この学則は、平成8年4月1日から施行する。 
2 平成8年3月31日以前の入学者については、第9条第6項の規定にかかわらず、なお従

前の例による。 
3 平成8年3月31日以前の入学者については、第32条、第33条、第34条の別表、及び第

43条、第44条の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
附 則 

この学則は、平成8年10月1日から施行する。 
附 則 

1 この学則は、平成9年4月1日から施行する。 
2 平成9年3月31日以前の入学者については、第9条第6項の規定にかかわらず、なお従

前の例による。 
3 平成9年3月31日以前の入学者については、第32条、第33条、第34条の別表、及び第

43条、第44条の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
附 則 

この学則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、平成10年3月31日以前の入学者

については、第32条、第33条、第34条の別表、及び第43条、第44条の別表の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 
附 則 

1 この学則は、平成11年4月1日から施行する。 



2 平成11年3月31日以前の入学者については、第9条第6項の規定にかかわらず、なお

従前の例による。 
3 平成11年3月31日以前の入学者については、第32条、第33条、第34条の別表、及び

第43条、第44条の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
附 則 

1 この学則は、平成12年4月1日から施行する。 
2 平成12年3月31日以前の入学者については、第9条第6項の規定にかかわらず、なお

従前の例による。 
3 平成12年3月31日以前の入学者及びこれらの標準学年次に編入学、再入学した者に

ついては、第19条の別表(3)の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
4 平成12年度開設授業科目について、科目等履修生として履修の許可を願い出る者に

係る審査料の額は、第50条、第51条の別表の規定にかかわらず、なお従前の例によ

る。 
5 第6条の規定にかかわらず、平成12年度から平成16年度までの間の入学定員及び収

容定員は、次のとおり読み替えるものとする。 
理学部第一部数学科、物理学科、化学科、応用数学科、応用物理学科、応用化学科

の各学科 
年度 入学定員 収容定員 

平成12年度 109人 439人 
平成13年度 108人 437人 
平成14年度 107人 434人 
平成15年度 106人 430人 
平成16年度 105人 426人 

理学部第二部数学科、物理学科、化学科の各学科 
年度 入学定員 収容定員 

平成12年度 196人 796人 
平成13年度 192人 788人 
平成14年度 188人 776人 
平成15年度 184人 760人 
平成16年度 180人 744人 

工学部第一部建築学科、工業化学科、電気工学科、経営工学科、機械工学科の各学

科 
年度 入学定員 収容定員 

平成12年度 89人 359人 
平成13年度 88人 357人 
平成14年度 87人 354人 
平成15年度 86人 350人 
平成16年度 85人 346人 

理工学部数学科、物理学科、建築学科、工業化学科、経営工学科、機械工学科の各

学科 
年度 入学定員 収容定員 

平成12年度 119人 479人 
平成13年度 118人 477人 
平成14年度 117人 474人 
平成15年度 116人 470人 
平成16年度 115人 466人 



理工学部情報科学科、応用生物科学科、土木工学科の各学科 
年度 入学定員 収容定員 

平成12年度 89人 359人 
平成13年度 88人 357人 
平成14年度 87人 354人 
平成15年度 86人 350人 
平成16年度 85人 346人 

理工学部電気工学科 
年度 入学定員 収容定員 

平成12年度 155人 635人 
平成13年度 150人 625人 
平成14年度 145人 610人 
平成15年度 140人 590人 
平成16年度 135人 570人 

附 則 
1 この学則は、平成13年4月1日から施行する。 
2 平成13年3月31日以前の入学者については、第9条第6項の規定にかかわらず、なお

従前の例による。 
附 則 

この学則は、平成13年5月26日から施行する。 
附 則 

この学則は、平成13年10月1日から施行する。 
附 則 

1 この学則は、平成14年4月1日から施行する。 
2 平成14年3月31日以前の入学者及びこれらの標準学年次に編入学、再入学した者に

ついては、第5条、第6条、第9条、第17条、別表第1及び別表第4の規定にかかわらず、

なお従前の例による。 
3 第6条の規定にかかわらず、理学部第一部数理情報科学科及び理工学部電気電子情報

工学科の平成14年度から平成16年度までの間の入学定員及び収容定員は、次のとお

り読み替えるものとする。 
理学部第一部数理情報科学科 

年度 入学定員 収容定員 
平成14年度 107人 434人 
平成15年度 106人 430人 
平成16年度 105人 426人 

理工学部電気電子情報工学科 
年度 入学定員 収容定員 

平成14年度 145人 610人 
平成15年度 140人 590人 
平成16年度 135人 570人 

附 則 
1 この学則は、平成14年4月1日から施行する。 
2 平成14年3月31日以前の入学者については、第9条第6項の規定にかかわらず、なお

従前の例による。 
附 則 

この学則は、平成15年1月1日から施行する。 



附 則 
1 この学則は、平成15年4月1日から施行する。 
2 平成15年3月31日以前の入学者については、第9条第6項の規定にかかわらず、なお

従前の例による。 
3 平成15年3月31日以前の入学者については、別表第4及び別表第5の規定にかかわら

ず、なお従前の例による。 
附 則 

1 この学則は、平成16年4月1日から施行する。 
2 平成16年3月31日以前の入学者については、別表第1、別表第2、別表第3及び別表第

4の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
3 第6条の規定にかかわらず、平成16年度から平成18年度までの間の入学定員及び収

容定員は、次のとおり読み替えるものとする。 
理学部第一部数学科、物理学科、化学科、数理情報科学科、応用物理学科、応用化

学科の各学科 
年度 入学定員 収容定員 

平成16年度 105人 426人 
平成17年度 105人 423人 
平成18年度 105人 421人 

理学部第二部数学科、物理学科、化学科の各学科 
年度 入学定員 収容定員 

平成16年度 180人 744人 
平成17年度 180人 732人 
平成18年度 180人 724人 

工学部第一部建築学科、工業化学科、電気工学科、経営工学科、機械工学科の各学

科 
年度 入学定員 収容定員 

平成16年度 85人 346人 
平成17年度 85人 343人 
平成18年度 85人 341人 

理工学部数学科、物理学科、建築学科、工業化学科、経営工学科、機械工学科の各

学科 
年度 入学定員 収容定員 

平成16年度 115人 466人 
平成17年度 115人 463人 
平成18年度 115人 461人 

理工学部情報科学科、応用生物科学科、土木工学科の各学科 
年度 入学定員 収容定員 

平成16年度 85人 346人 
平成17年度 85人 343人 
平成18年度 85人 341人 

理工学部電気電子情報工学科 
年度 入学定員 収容定員 

平成16年度 135人 570人 
平成17年度 135人 555人 
平成18年度 135人 545人 



附 則 
1 この学則は、平成17年4月1日から施行する。 
2 平成17年3月31日以前の入学者については、第9条第6項の規定にかかわらず、なお

従前の例による。 
3 平成17年3月31日以前の入学者については、別表第1の規定にかかわらず、なお従前

の例による。 
4 第6条の規定にかかわらず、平成17年度から平成19年度までの間の入学定員及び収

容定員は、次のとおり読み替えるものとする。 
理学部第一部数学科、物理学科、化学科、数理情報科学科、応用物理学科、応用化

学科の各学科 
年度 入学定員 収容定員 

平成17年度 100人 418人 
平成18年度 100人 411人 
平成19年度 100人 405人 

理学部第二部数学科、物理学科、化学科の各学科 
年度 入学定員 収容定員 

平成17年度 160人 712人 
平成18年度 160人 684人 
平成19年度 160人 660人 

薬学部薬学科、製薬学科の各学科 
年度 入学定員 収容定員 

平成17年度 100人 340人 
平成18年度 100人 360人 
平成19年度 100人 380人 

工学部第一部建築学科、工業化学科、電気工学科、経営工学科、機械工学科の各学

科 
年度 入学定員 収容定員 

平成17年度 80人 338人 
平成18年度 80人 331人 
平成19年度 80人 325人 

理工学部数学科、物理学科、建築学科、工業化学科、経営工学科、機械工学科の各

学科 
年度 入学定員 収容定員 

平成17年度 110人 458人 
平成18年度 110人 451人 
平成19年度 110人 445人 

理工学部情報科学科、応用生物科学科、土木工学科の各学科 
年度 入学定員 収容定員 

平成17年度 100人 358人 
平成18年度 100人 371人 
平成19年度 100人 385人 

理工学部電気電子情報工学科 
年度 入学定員 収容定員 

平成17年度 155人 575人 
平成18年度 155人 585人 



平成19年度 155人 600人 
経営学部経営学科 

年度 入学定員 収容定員 
平成17年度 240人 840人 
平成18年度 240人 880人 
平成19年度 240人 920人 

附 則 
この学則は、平成17年11月1日から施行する。 

附 則 
1 この学則は、平成18年4月1日から施行する。 
2 平成18年3月31日以前の入学者については、第9条第6項、別表第4及び別表第5の規

定にかかわらず、なお従前の例による。 
3 平成18年3月31日以前の薬学部入学者については、前項に規定するもののほか、第3
条第4項、第5条、第6条、第9条第1項及び第17条の規定にかかわらず、なお従前の例

による。 
附 則 

この学則は、平成18年6月1日から施行する。 
附 則 

この学則は、平成19年4月1日から施行する。 
附 則 

1 この学則は、平成19年4月1日から施行する。 
2 平成19年3月31日以前の入学者については、第9条第6項及び別表第4の規定にかかわ

らず、なお従前の例による。 
附 則 

この学則は、平成19年10月1日から施行する。 
附 則 

1 この学則は、平成20年4月1日から施行する。 
2 平成20年3月31日以前の入学者については、第9条第6項及び第14条の規定にかかわ

らず、なお従前の例による。 
3 第6条の規定にかかわらず、平成20年度から平成22年度までの間の入学定員及び収

容定員は、次のとおり読み替えるものとする。 
理学部第二部数学科、物理学科、化学科の各学科 

年度 入学定員 収容定員 
平成20年度 120人 600人 
平成21年度 120人 560人 
平成22年度 120人 520人 

工学部第一部建築学科、工業化学科、電気工学科、経営工学科、機械工学科の各学

科 
年度 入学定員 収容定員 

平成20年度 90人 330人 
平成21年度 90人 340人 
平成22年度 90人 350人 

基礎工学部電子応用工学科、材料工学科、生物工学科の各学科 
年度 入学定員 収容定員 

平成20年度 100人 340人 
平成21年度 100人 360人 



平成22年度 100人 380人 
附 則 

1 この学則は、平成21年4月1日から施行する。 
2 平成21年3月31日以前の入学者については、第9条第6項の規定にかかわらず、なお

従前の例による。 
附 則 

1 この学則は、平成22年4月1日から施行する。 
2 平成22年3月31日以前の入学者については、第9条第6項及び別表第3の規定にかかわ

らず、なお従前の例による。 
附 則 

1 この学則は、平成23年4月1日から施行する。 
2 平成23年3月31日以前の入学者については、第9条第6項の規定にかかわらず、なお

従前の例による。 
附 則 

この学則は、平成23年10月1日から施行する。 
附 則 

1 この学則は、平成24年4月1日から施行する。 
2 平成24年3月31日以前の入学者については、第9条第6項の規定にかかわらず、なお

従前の例による。 
附 則 

1 この学則は、平成25年4月1日から施行する。 
2 平成25年3月31日以前の入学者については、第6条、第9条第6項、別表第4、別表第5

及び別表第7の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
3 平成25年3月31日以前の入学者及びこれらの標準学年次に編入学、再入学した者に

ついては、別表第1及び別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
4 第6条の規定にかかわらず、薬学部薬学科の平成25年度から平成29年度までの間の

入学定員及び収容定員は、次のとおり読み替えるものとする。 
年度 入学定員 収容定員 

平成25年度 100人 500人 
平成26年度 100人 520人 
平成27年度 100人 540人 
平成28年度 100人 560人 
平成29年度 100人 580人 

附 則 
1 この学則は、平成26年4月1日から施行する。 
2 平成26年3月31日以前の入学者については、第9条第6項の規定にかかわらず、なお

従前の例による。 
附 則 

1 この学則は、平成27年4月1日から施行する。 
2 平成27年3月31日以前の入学者については、第6条、第9条第6項及び別表第4及び第5
の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

3 第6条の規定にかかわらず、工学部第一部建築学科、電気工学科及び機械工学科の平

成27年度から平成29年度までの間の入学定員及び収容定員は、次のとおり読み替え

るものとする。 
年度 入学定員 収容定員 

平成27年度 110人 380人 



平成28年度 110人 400人 
平成29年度 110人 420人 
4 平成27年3月31日以前の入学者及びこれらの標準学年次に編入学、再入学した者に

ついては、別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
附 則 

1 この学則は、平成28年4月1日から施行する。 
2 平成28年3月31日以前の入学者については、第9条第6項、別表第4及び別表第7の規

定にかかわらず、なお従前の例による。 
3 工学部第一部経営工学科並びに工学部第二部建築学科、電気工学科及び経営工学科

は、平成28年4月1日から募集を停止するものとし、施行日の前日において当該学科

に在籍する者が当該学科に在籍しなくなった時点でこれを廃止する。なお、平成28
年3月31日以前に工学部第一部建築学科、工業化学科、電気工学科、経営工学科及び

機械工学科に入学した者並びにこれらの標準学年次に編入学、再入学した者について

は、平成28年4月1日から工学部に在籍するものとする。 
4 平成28年3月31日以前に工学部第二部建築学科、電気工学科及び経営工学科に入学

した者及びこれらの標準学年次に編入学、再入学した者については、第4条、第5条、

第6条、第9条、別表第4及び別表第7の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
5 第6条の規定にかかわらず、平成28年度から平成30年度までの間の入学定員及び収

容定員は、次のとおり読み替えるものとする。 
工学部情報工学科 

年度 入学定員 収容定員 
平成28年度 90人 90人 
平成29年度 90人 180人 
平成30年度 90人 270人 

経営学部経営学科 
年度 入学定員 収容定員 

平成28年度 320人 1,040人 
平成29年度 320人 1,120人 
平成30年度 320人 1,200人 

経営学部ビジネスエコノミクス学科 
年度 入学定員 収容定員 

平成28年度 160人 160人 
平成29年度 160人 320人 
平成30年度 160人 480人 
6 施行日から募集停止する工学部第一部経営工学科並びに工学部第二部建築学科、電

気工学科及び経営工学科の収容定員は、平成30年度までの各年度において、次のとお

り読み替えるものとする。 
工学部第一部経営工学科 

年度 収容定員 
平成28年度 270人 
平成29年度 180人 
平成30年度 90人 

工学部第二部建築学科、電気工学科、経営工学科の各学科 
年度 収容定員 

平成28年度 240人 
平成29年度 160人 



平成30年度 80人 
7 平成28年3月31日以前の入学者及びこれらの標準学年次に編入学、再入学した者に

ついては、別表第1及び別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
附 則 

1 この学則は、平成29年4月1日から施行する。 
2 平成29年3月31日以前に、理学部第一部数理情報科学科及び理工学部工業化学科に

入学した者並びにこれらの標準学年次に編入学、再入学した者については、平成29
年4月1日からそれぞれ理学部第一部応用数学科及び理工学部先端化学科に在籍する

ものとする。 
3 平成29年3月31日以前に入学した者及びこれらの標準学年次に編入学、再入学した

者については、第6条及び別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
4 平成29年3月31日以前の入学者については、別表第4及び別表第5の規定にかかわら

ず、なお従前の例による。 
5 第6条の規定にかかわらず、平成29年度から平成31年度までの間の入学定員及び収

容定員は、次のとおり読み替えるものとする。 
理学部第一部数学科、物理学科、化学科、応用数学科、応用物理学科、応用化学科

の各学科 
年度 入学定員 収容定員 

平成29年度 120人 420人 
平成30年度 120人 440人 
平成31年度 120人 460人 

工学部工業化学科 
年度 入学定員 収容定員 

平成29年度 110人 380人 
平成30年度 110人 400人 
平成31年度 110人 420人 

理工学部数学科、物理学科、建築学科、先端化学科、経営工学科、機械工学科の各

学科 
年度 入学定員 収容定員 

平成29年度 120人 450人 
平成30年度 120人 460人 
平成31年度 120人 470人 

理工学部情報科学科、応用生物科学科、土木工学科の各学科 
年度 入学定員 収容定員 

平成29年度 120人 420人 
平成30年度 120人 440人 
平成31年度 120人 460人 

理工学部電気電子情報工学科 
年度 入学定員 収容定員 

平成29年度 160人 625人 
平成30年度 160人 630人 
平成31年度 160人 635人 

基礎工学部電子応用工学科、材料工学科、生物工学科の各学科 
年度 入学定員 収容定員 

平成29年度 120人 420人 



平成30年度 120人 440人 
平成31年度 120人 460人 

附 則 
1 この学則は、平成30年4月1日から施行する。 
2 平成30年3月31日以前の入学者及びこれらの標準学年次に編入学、再入学した者に

ついては、第9条、第10条の2、第12条、第39条の2、第46条、別表第8及び別表第9
の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

3 平成30年3月31日以前の入学者については、別表第4の規定にかかわらず、なお従前

の例による。 
4 第6条の規定にかかわらず、工学部情報工学科の平成30年度から平成32年度までの

間の入学定員及び収容定員は、次のとおり読み替えるものとする。 
年度 入学定員 収容定員 

平成30年度 110人 290人 
平成31年度 110人 400人 
平成32年度 110人 420人 

附 則 
この学則は、平成30年6月1日から施行する。 

附 則 
1 この学則は平成31年4月1日から施行する。 
2 平成31年3月31日以前の入学者については、第5条の3、第9条、別表第3、別表第7、
別表第8及び別表第9の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 
1 この学則は、令和2年4月1日から施行する。 
2 第6条の規定にかかわらず、工学部建築学科夜間主社会人コースの令和2年度及び令

和3年度の入学定員及び収容定員は、次のとおり読み替えるものとする。 
年度 入学定員 収容定員 

令和2年度 (2年次編入学) 
20人 

20人 

令和3年度 (2年次編入学) 
20人 

40人 

3 令和2年3月31日以前の入学者及びこれらの標準学年次に編入学、再入学した者につ

いては、第9条及び別表第7の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
4 令和2年3月31日以前の入学者については、別表第1、別表第3及び別表第4の規定に

かかわらず、なお従前の例による。 
附 則 

この学則は、令和2年5月1日から施行する。 
附 則 

1 この学則は、令和3年4月1日から施行する。 
2 令和3年3月31日以前に、基礎工学部電子応用工学科、材料工学科及び生物工学科に

入学した者並びにこれらの標準学年次に編入学、再入学した者については、令和3年4
月1日からそれぞれ先進工学部電子システム工学科、マテリアル創成工学科及び生命

システム工学科に在籍するものとする。 
3 令和3年3月31日以前の入学者及びこれらの標準学年次に編入学、再入学した者につ

いては、第6条及び別表第8の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
4 令和3年3月31日以前の入学者については、別表第4の規定にかかわらず、なお従前

の例による。 



5 第6条の規定にかかわらず、令和3年度から令和5年度までの間の入学定員及び収容

定員は、次のとおり読み替えるものとする。 
経営学部経営学科 

年度 入学定員 収容定員 
令和3年度 180人 1,140人 
令和4年度 180人 1,000人 
令和5年度 180人 860人 
経営学部ビジネスエコノミクス学科 

年度 入学定員 収容定員 
令和3年度 180人 660人 
令和4年度 180人 680人 
令和5年度 180人 700人 
経営学部国際デザイン経営学科 

年度 入学定員 収容定員 
令和3年度 120人 120人 
令和4年度 120人 240人 
令和5年度 120人 360人 
6 令和3年3月31日以前の入学者及びこれらの標準学年次に編入学、再入学した者の卒

業所要単位については、第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
7 令和3年3月31日以前に経営学部経営学科又はビジネスエコノミクス学科に入学し

た者及びこれらの標準学年次に編入学、再入学した者ついては、別表第7の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 
附 則 

1 この学則は、令和4年4月1日から施行する。 
2 令和4年3月31日以前の入学者及びこれらの標準学年次に編入学、再入学した者につ

いては、第9条、別表第3、別表第7及び別表第8の規定にかかわらず、なお従前の例

による。 
3 令和4年3月31日以前の入学者については、別表第9の規定にかかわらず、なお従前

の例による。 
附 則 

この学則は、令和4年8月1日から施行する。 
附 則 

1 この学則は、令和5年4月1日から施行する。 
2 理学部第一部応用物理学科は、令和5年4月1日から募集を停止するものとし、施行

日の前日において当該学科に在籍する者が当該学科に在籍しなくなった時点でこれ

を廃止する。 
3 令和5年3月31日以前に、理工学部各学科に入学した者及びこれらの標準学年次に編

入学、再入学した者については、令和5年4月1日から創域理工学部に在籍するものと

し、また、令和5年3月31日以前に理工学部の数学科、物理学科、情報科学科、応用

生物科学科、経営工学科、機械工学科及び土木工学科に入学した者並びにこれらの標

準学年次に編入学、再入学した者については、令和5年4月1日からそれぞれ創域理工

学部の数理科学科、先端物理学科、情報計算科学科、生命生物科学科、経営システム

工学科、機械航空宇宙工学科及び社会基盤工学科に在籍するものとする。 
4 令和5年3月31日以前に理学部第一部応用物理学科に入学した者及びこれらの標準

学年次に編入学、再入学した者については、第5条、第6条、第9条、別表第4、別表

第7及び別表第8の規定にかかわらず、なお従前の例による。 



5 第6条の規定にかかわらず、令和5年度から令和7年度までの間の入学定員及び収容

定員は、次のとおり読み替えるものとする。 
理学部第一部数学科、物理学科、化学科の各学科 

年度 入学定員 収容定員 
令和5年度 115人 475人 
令和6年度 115人 470人 
令和7年度 115人 465人 
創域理工学部数理科学科 

年度 入学定員 収容定員 
令和5年度 90人 450人 
令和6年度 90人 420人 
令和7年度 90人 390人 
創域理工学部先端物理学科 

年度 入学定員 収容定員 
令和5年度 100人 460人 
令和6年度 100人 440人 
令和7年度 100人 420人 
創域理工学部生命生物科学科、経営システム工学科、社会基盤工学科の各学科 

年度 入学定員 収容定員 
令和5年度 110人 470人 
令和6年度 110人 460人 
令和7年度 110人 450人 
創域理工学部電気電子情報工学科 

年度 入学定員 収容定員 
令和5年度 150人 630人 
令和6年度 150人 620人 
令和7年度 150人 610人 
創域理工学部機械航空宇宙工学科 

年度 入学定員 収容定員 
令和5年度 130人 490人 
令和6年度 130人 500人 
令和7年度 130人 510人 
先進工学部電子システム工学科、マテリアル創成工学科、生命システム工学科の各学

科 
年度 入学定員 収容定員 

令和5年度 115人 475人 
令和6年度 115人 470人 
令和7年度 115人 465人 
先進工学部物理工学科、機能デザイン工学科 

年度 入学定員 収容定員 
令和5年度 115人 115人 
令和6年度 115人 230人 
令和7年度 115人 345人 
6 施行日から募集を停止する理学部第一部応用物理学科の収容定員は、令和5年度から

令和7年度までの各年度において、次のとおり読み替えるものとする。 



年度 収容定員 
令和5年度 360人 
令和6年度 240人 
令和7年度 120人 
7 令和5年3月31日以前の入学者及びこれらの標準学年次に編入学、再入学した者の卒

業所要単位については、第9条第7項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
8 令和5年3月31日以前の入学者及びこれらの標準学年次に編入学、再入学した者につ

いては、第21条の2及び別表第8の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
9 令和5年3月31日以前の入学者については、別表第3及び別表第9の規定にかかわらず、

なお従前の例による。 
附 則 

1 この学則は、令和6年4月1日から施行する。 
2 令和6年3月31日以前の入学者については、第9条、第30条の2、第34条、第37条の2、
第37条の3、別表第4、別表第5及び別表第7の規定にかかわらず、なお従前の例によ

る。 
3 令和6年3月31日以前の入学者及びこれらの標準学年次に編入学、再入学した者につ

いては、別表第8の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
別表第1(第18条関係) 

学部 学科 教員の免許状の種類 免許教科 
理学部第一部 数学科 中学校教諭1種免許状 

高等学校教諭1種免許状 
数学、情報 

物理学科 数学、理科 
化学科 理科 
応用数学科 数学、情報 
応用化学科 理科 

理学部第二部 数学科 中学校教諭1種免許状 
高等学校教諭1種免許状 

数学、情報 
物理学科 数学、理科 
化学科 理科 

創域理工学部 数理科学科 中学校教諭1種免許状 
高等学校教諭1種免許状 

数学、情報 
先端物理学科 数学、理科 
情報計算科学科 数学、情報 
生命生物科学科 理科 

別表第2(第18条関係) 
専攻科 専攻 教員の免許状の種類 免許教科 

理学専攻科 数学専攻 中学校教諭専修免許状 
高等学校教諭専修免許状 

数学 

別表第3(第19条関係) 
教育職員免許状を得るための課程 

中学校教諭1種免許状及び高等学校教諭1種免許状を得ようとする者は、本学の理学部

第一部、理学部第二部及び創域理工学部のうちのいずれかの学部卒業の資格を取得し、

下記のような所定の単位を修得しなければならない。 
教科及び教職に関する科目 

施行規則第4条及び第5条の規定に基づき、次の表によるものとする。 
○印は、必修科目 

施行規則に定める科目区分等 左記に対応する開設授

業科目 
備考 

第一欄 教科及び教 各科目に含 最低修得単 授業科目 単位数 



職に関する

科目 
めることが

必要な事項 
位数 

第二欄 教科及び教

科の指導法

に関する科

目 

・教科に関

する専門

的事項 

中28 
高24 

各学部で定める  

・各教科の

指導法(情
報通信技

術の活用

を含む。) 

○数学科教

育論1 
2  

○数学科教

育論2 
2  

○理科教育

論1 
2  

○理科教育

論2 
2  

数学科指導

法1 
2 中1種免必

修 
数学科指導

法2 
2 

理科指導法

1 
2 

理科指導法

2 
2 

情報科教育

法1 
2 高1種免必

修 
情報科教育

法2 
2 

第三欄 教育の基礎

的理解に関

する科目 

・教育の理

念並びに

教育に関

する歴史

及び思想 

10 ○教育原理 2  

・教職の意

義及び教

員の役

割・職務

内容(チー

ム学校運

営への対

応を含

む。) 

○教職概論 2  

・教育に関

する社会

的、制度

的又は経

営的事項

(学校と地

域との連

○教育と社

会 
2  



携及び学

校安全へ

の対応を

含む。) 
・幼児、児

童及び生

徒の心身

の発達及

び学習の

過程 

○発達と教

育の心理学 
2  

教育心理学

特論 
2 

・特別の支

援を必要

とする幼

児、児童

及び生徒

に対する

理解 

○特別支援

教育論 
1  

・教育課程

の意義及

び編成の

方法(カリ

キュラ

ム・マネ

ジメント

を含む。) 

○教育課程

編成論 
1  

第四欄 道徳、総合

的な学習の

時間等の指

導法及び生

徒指導、教

育相談等に

関する科目 

・道徳の理

論及び指

導法 

中11 
高9 

○道徳教育 2 中1種免の

み 

・総合的な

学習の時

間の指導

法 
・総合的な

探究の時

間の指導

法 

○総合的な

学習(探究)
の時間の指

導法 

1  

・特別活動

の指導法 
・進路指導

及びキャ

リア教育

の理論及

び方法 

○特別活

動・進路指

導 

2  

・教育の方

法及び技

術 

○教育工学

(ICTの活用

含む) 

2  



・情報通信

技術を活

用した教

育の理論

及び方法 
・生徒指導

の理論及

び方法 

○生徒指導

論 
2  

・教育相談

(カウンセ

リングに

関する基

礎的な知

識を含

む。)の理

論及び方

法 

○教育相談

の理論と方

法 

2  

第五欄 教育実践に

関する科目 
・教育実習 中7 

高5 
○教育実習

指導 
1  

教育実習1 2 中1種免必

修 
○教育実習

2 
2  

・教職実践

演習 
○教職実践

演習(中・高) 
2  

第六欄 大学が独自に設定する

科目 
中4 
高12 

教育実習指

導演習 
1  

学校インタ

ーンシップ 
1  

教職パフォ

ーマンス演

習 

1  

教育課題演

習 
2  

この別表の第二欄から第五欄に規定する修得すべき単位を超えて履修した科目につ

いて、第六欄の最低修得単位数に含めることができる。 
なお、次の表の科目について修得した単位は、別表の第六欄の最低修得単位数に含め

ることができる。 
授業科目 単位数 備考 

必修 選択 
道徳教育   2 高1種免に限る。 
別表第4(第32条―第34条関係) 

区分／学部・学科別 入学検定料 入学金 授業料 教育充実費 
理学部第一部         

数学科 35,000円 300,000円 1,065,000円 330,000円 
物理学科 1,115,000円 



化学科 1,130,000円 
応用数学科 1,065,000円 
応用化学科 1,130,000円 

理学部第二部         
数学科 35,000円 150,000円 670,000円 160,000円 

  
 5年履修(2年

次から適用) 
525,000円 120,000円 

6年履修(2年
次から適用) 

425,000円 96,000円 

物理学科 719,000円 160,000円 
  
 5年履修(2年

次から適用) 
563,000円 120,000円 

6年履修(2年
次から適用) 

456,000円 96,000円 

化学科 730,000円 160,000円 
  
 5年履修(2年

次から適用) 
572,000円 120,000円 

6年履修(2年
次から適用) 

463,000円 96,000円 

薬学部         
薬学科 35,000円 300,000円 1,595,000円 550,000円 
生命創薬科学科 1,150,000円 

工学部        
建築学科  35,000円 300,000円 1,130,000円 330,000円 

夜間主社会

人コース 
200,000円 950,000円 200,000円 

工業化学科 300,000円 1,130,000円 330,000円 
電気工学科 
情報工学科 
機械工学科 

創域理工学部        
数理科学科 35,000円 300,000円 1,065,000円 330,000円 
先端物理学科 1,115,000円 
情報計算科学科 1,130,000円 
生命生物科学科 1,147,000円 
建築学科 1,130,000円 
先端化学科 
電気電子情報工学科 
経営システム工学科 
機械航空宇宙工学科 
社会基盤工学科 

先進工学部         



電子システム工学科 35,000円 300,000円 1,130,000円 330,000円 
マテリアル創成工学

科 
生命システム工学科 
物理工学科 
機能デザイン工学科 

経営学部         
経営学科 35,000円 300,000円 754,000円 300,000円 
ビジネスエコノミク

ス学科 
国際デザイン経営学

科 
780,000円 

備考     年額 年額 
別表第5(第43条、第44条関係) 

区分 理学専攻科 備考 
入学検定料 35,000円   
入学金 150,000円   
授業料 500,000円 年額 
教育充実費 80,000円 年額 
別表第6(第50条、第51条関係) 

区分 金額 
審査料 35,000円 
履修料 1単位 26,000円 
別表第7(第5条の3関係) 

学部・学科 人材育成に関する目的 
理学部第一部 理学部第一部は、数学・物理・化学の基礎系3学科と応用数学・

応用化学の応用系2学科から構成され、「理学の普及」という建

学の精神のもと、自然界の普遍的真理を解明することを目指して

いる。ますます発展・変動している社会情勢の中で、現代社会が

求める新しい「科学技術の創成」へ向けて、「実力主義」に恥じ

ない十分な基礎学力の上に高度な専門知識を身に付け、豊かな教

養に裏打ちされた強い倫理観と豊かな人間性を持ち、確固とした

信念と実力を備えた有為な人材を育成する。 
数学科 数学科は、現代社会を支える科学技術の基礎である「数学」を多

面的に学ぶことにより、現代数学の基礎を確実に修得し、能動的

な数理的思考力と柔軟な問題解決能力を身に付けた高い専門性

を備えた研究者・技術者・教育者を育成する。 
あわせて、質の高い教員養成は本学科の伝統であり、これを堅持

する。 
物理学科 物理学科は、「東京物理学講習所」の創設から堅持してきた実力

主義の伝統に立脚し、知識の習得に止まることなく物理現象の奥

にある普遍性と本質に迫る思考方法の涵養を通じて、問題発見と

解決の能力を身に付け、多様な分野で貢献できる人材を育成す

る。 
化学科 化学科は、ミクロ(原子・分子)からマクロに至る多元的な視点か

ら物質の構築原理と変化の様相を扱う学問である「化学」を真摯



に追究・理解・普及していく知識基盤を持ち、研究を通して化学

の進歩に貢献する人材を育成すると同時に、生命・環境等の幅広

い分野に対応でき、学際的能力を備えた、学問的・社会的良心に

横溢した住みやすい社会を持続的に構築・発展させていくことの

できる専門家を輩出することを目的とする。 
応用数学科 応用数学科は、数学を社会に役立たせる数理的な能力の習得のた

めに、問題の本質を理解した上で数学を応用し、解決する能力が

必要不可欠であるとの理念の下、科学の本質を数理的に捉えて分

析・応用でき、幅広い視野で社会に貢献できる人材を育成する。 
応用化学科 応用化学科は、しっかりとした化学の基礎知識と理学的考え方・

センスを身に付け、さらにそれを応用展開できる能力を習得する

ことにより、多分野で活躍できる広い視野を持った意欲的な人材

を育成する。 
理学部第二部 我が国は、科学技術の創造により国運の発展と国際貢献を目指し

ており、科学技術発展の基礎と成る理学は、益々その重要性を増

していく。理学部第二部では、理念である本学創設以来の「理学

の普及と実力主義」に向かって、理学部第一部と緊密に連携を取

りながら、夜間の時間帯に充分な基礎学力の上に高度な専門知識

を身に付け、豊かな教養に裏打ちされた強い倫理観と豊かな人間

性を持った人材を育成する。 
数学科 数学科は、社会人、勤労学生などを含む多様な学生たちに勉学可

能な環境を提供し、我が国唯一の夜間数学科としての使命を果た

すとともに、確実な数学的学力と柔軟な応用力をもち、実務、研

究、教育などにおいて社会的要請に応えうる人材を育成する。 
物理学科 物理学科は、自然現象の最も基礎となる原理や法則を探求し、素

粒子から宇宙、人工物質や生物・環境等まで科学技術の基礎とな

る物理現象の機構を基本から体系的に教授すると同時に、物理的

なものの考え方と柔軟な思考力を身に付けた高度な専門性と豊

かな創造力を備えた人材を育成する。 
化学科 化学科は、物質の本質についての探究と、その成果を応用して新

たな有用物質を創製し、幅広い分野の基幹をなしている化学分野

の勉学を指向し、これを夜間に求める学生及び社会人に、伝統的

な「実力主義」のもとに、基礎から最先端の化学について充実し

た質の高い専門教育を行うとともに、先端的化学研究を推進し、

様々な分野に対応できる意欲と実力ある人材を育成する。 
薬学部 薬学部は、「医薬分子をとおして人類の健康を守る」志をもった

優れた人材を育成することを基本理念とする。薬学科及び生命創

薬科学科は、協同して、知性に富み、倫理観と豊かな人間性を備

え、総合的な生命科学及び情報科学としての薬学を担い、基礎と

臨床・公衆衛生の橋渡しに貢献し、人類の健康と疾病克服に尽力

できる人材を育成する。 
薬学科 薬学科は、薬の性質と作用、薬物治療、医薬品の適正使用、公衆

衛生等の薬剤師の職能の基盤となる専門的知識及び関連する技

能、態度を習得し、医療・公衆衛生における実践能力と問題解決

能力を身につけるとともに、問題を研究に結びつけることのでき

る能力を兼ね備えた薬剤師を育成する。 



生命創薬科学科 生命創薬科学科は、生命科学を基盤とした専門知識と技術を土台

として、基礎研究の成果を臨床・公衆衛生に活かすことのできる

能力を備え、薬学の発展に寄与するとともに、人類の健康と福祉

に貢献することのできる、医薬分子の創製に携わる優れた研究者

を育成する。 
工学部 工学部は、本学における人材育成の基本的な目的である「倫理観

と豊かな人間性を備え、国際的視野を持った技術者の育成」に基

づいて、建築学、工業化学、電気工学、情報工学、機械工学の各

分野の研究者・技術者・設計者に求められる学識・技術・研究方

法を修得し、学術的あるいは実務的課題を学際的な見地から自ら

発見かつ解決する能力を有し、社会に対する良識と責任意識を持

ち、文化の維持発展に寄与することのできる、指導力を持った人

材を育成する。 
建築学科 建築学科は、ハード・ソフトの両面から、自然・人間・社会の調

和した環境の基盤を創出、保全するための知識・能力を身に付け

るため、計画・環境・構造に関する専門教育を中心として、バラ

ンスの取れた総合的な教育を通じて、真に社会に貢献できる人間

性豊かな技術者・設計者等となるための学問的基盤を身に付けた

人材を育成する。 
工業化学科 工業化学科は、人類に必要な物質やプロセスを創製する為に必要

な教養、基礎、専門知識を教授し、将来自らこれらの研究開発が

できる能力を有する人材を育成する。 
電気工学科 電気工学科は、通信・情報、材料・エレクトロニクス、エネルギ

ー・制御の各分野に亘って、ハードウェアとソフトウェアが総合

的かつ有機的に結びついた知識・技術を持ち、自ら問題を発見し、

解決することのできる人材を育成する。 
情報工学科 情報工学科は、情報技術の幅広い基礎力、ネットワーク、ソフト

ウェア及び数理的手法の高いスキルと社会の諸問題に対応する

柔軟性を有し、社会に有用な情報システムの構想、開発及び管理

ができる人材を育成する。 
機械工学科 機械工学科は、自動車や航空機、ロボットやコンピューター、発

電プラントや石油精製プラントなど、あらゆる工業製品・設備・

機械システムを開発・設計・製造するための学識と技術を体系づ

け、基礎学力、工学的センス、問題発見・解決能力、説明責任能

力を涵養し、全人類社会の永続的な発展に貢献する物づくりに係

る学術研究の推進と高度機械技術者・研究者を育成する。 
創域理工学部 創域理工学部は、事物の本質を探究しその知見を応用する理学系

4学科と工学系6学科の教育・研究を展開し、一つの学問領域や学

科だけで解決できない問題に対しては、その枠を超えて共創する

とともに、分野横断的に俯瞰した国際的な視点から共に響き合う

ことにより科学と技術の新しい領域を創域し、新たな価値を創造

することを理念としている。この理念のもと、豊かな教養に加え、

理学及び工学の基礎力・応用力を備え、それらを駆使できる行動

力を持った科学者、技術者及び教育者として、時代の要請に的確

に対応できる人材を育成する。 
数理科学科 数理科学科は、「理学のみならず諸科学・現代技術の基礎をなす



数学を教育・研究し、科学と社会の発展に資す」という理念に基

づいて教育を行い「対話を重視した専門教育」が重要であるとい

う基本姿勢のもと、学生の豊かな教養を育みつつ数理的能力を高

め、さらにより広く理工系諸科学への理解を涵養し、数学それ自

身に精通した人材と数学の応用に精通した人材を育成する。 
先端物理学科 先端物理学科は、事物の本質を探求するという物理学の理念に基

づき、豊かな教養に加え、理学の深い専門知識と応用力を兼ね備

え、未踏の領域に挑戦できる真に実力のある研究者、技術者、教

育者を育成する。 
情報計算科学科 情報計算科学科は、数学を基盤とし、自然、社会、人間の各現象

に関わる「情報」をどのように数理的に扱い計算の対象とするの

かを科学する「基礎情報数理」と、データ・情報の利活用に向け

た情報数理の応用を科学する「情報データサイエンス」、そして

情報を処理し計算するシステムの実現を科学する「コンピュータ

サイエンス」の3分野を学ばせることで、数理的基礎知識を十分

に有した、新しい価値創造の原理を創り出す能力を備えた人材を

育成する。 
生命生物科学科 生命生物科学科は、生命の本質を探求する生物科学の各分野にま

たがる領域を統合して体系化することにより、動植物や微生物の

広範な生命現象を分子から個体・集団レベルで解明できる知識と

技術を身につけた人材を育成する。 
建築学科 建築学科は、地域固有の歴史文化を尊重しながら、地球規模で発

生する課題を解き、幅広い教養と深い専門的知識・技術、さらに

は人々に夢を与え得る豊かな構想力を兼ね備え、自らの果たすべ

き役割と責任を自覚して社会に貢献する建築家・建築技術者・研

究者たる人材を育成する。 
先端化学科 先端化学科は、基礎から応用への展開を学生自身が実行できるよ

う、講義・実験・実習、演習、研究によるきめ細かな教育を行い、

関連する化学分野において、創造性豊かな研究者、技術者として

社会に貢献できる人材を育成する。 
電気電子情報工学

科 
電気電子情報工学科は、電気工学(エネルギー・環境技術や制御シ

ステム等)、電子工学(電子デバイス・材料や電子回路等)、情報通

信工学(通信システムや信号処理・情報セキュリティ等)の電気系3
分野の教育・研究を展開し、自らの学問領域のみで解決できない

問題に対しては、枠にとらわれることなく異分野との交流を促進

し、分野横断的に俯瞰した国際的な視点から共に響き合うことに

より科学と技術の新しい領域を創域し、新たな価値を創造するこ

とを理念としている。この理念のもと、豊かな教養に加え、電気

系3分野の基礎力・応用力を備え、それらを駆使できる行動力を

持った科学者及び技術者として、時代の要請に的確に対応できる

人材を育成する。 
経営システム工学

科 
経営システム工学科は、経営管理、情報技術に関する知識と活用

能力、数理的な解析能力を身に付け、自ら問題を発見し環境との

調和を図りながら、人・物・金及び情報の最適なシステムデザイ

ンと運用及び統制の能力を有する、社会に貢献できる人材を育成

する。 



機械航空宇宙工学

科 
機械航空宇宙工学科は、高度技術社会の基盤を支える技術者・研

究者を送り出すことで人類社会の発展に貢献するために、機械・

材料・流体・熱の応用力学を核とした機械航空宇宙工学の基礎教

育を重点的に行う。創域理工学部の理念のもと、豊かな教養に加

え、理学及び工学の基礎力・応用力を備え、それらを駆使できる

行動力を持ち、時代の要請に的確に対応できる人材を育成する。 
社会基盤工学科 社会基盤工学科は、土木工学の主要専門分野の基礎を網羅的に教

育し、さらに社会基盤の維持・整備や自然災害への防災・減災に

関わる今日的な社会問題、現代に生じる多様な社会問題に関わる

研究に邁進し、基礎知識を基に適応性・発展性に富み、倫理観・

環境観の上に自立し、実行力に富み、信頼される土木技術者を育

成する。 
先進工学部 先進工学部は、数学・物理学・化学・生物学等の基礎科学領域を

「縦糸」、電子・材料・バイオ・機械・情報などの先進工学領域

を「横糸」として、両者が有機的に織りなすことで創発する「学

際イノベーションフィールド」において、現代社会の諸課題の解

決に取り組むと共に、豊かな未来社会の創造に資する科学技術の

未踏領域に挑むことを目的に、教育と研究の場を有機的にリンク

し、その融合場において基礎学力と社会応用力に加え「デザイン

思考」を修得し、現代科学・現代産業、未来科学・未来産業にお

ける革新を担う人材、そして世界を舞台に活躍することができる

人材を育成する。 
電子システム工学

科 
電子システム工学科は、エレクトロニクスを基幹として、デバイ

ス工学、情報工学、計測・制御工学等工学の全般に亘る確固とし

た基礎学力と応用力を醸成する教育・研究を行い、日本、そして

世界における未来の科学技術と産業の発展に貢献できる人材を

育成する。 
マテリアル創成工

学科 
マテリアル創成工学科は、基礎科学を重視した教育を行い、それ

を習熟した上で高度な材料工学の専門知識を修得した創造性豊

かな人材の輩出を目指すとともに、正しい倫理観と豊かな人間性

を備え、社会に貢献できる人材を育成する。 
生命システム工学

科 
生命システム工学科は、生命現象を基礎科学の立場から捉えると

ともに、これを多面的・立体的に観察し、得られた成果を人類の

未来の幸福と社会の発展に供することが可能な人材を育成する。 
物理工学科 物理工学科は、物質・材料に関する系統的な基礎教育と先端デバ

イスを含む工学分野での物理学の応用研究により、基礎物理学体

系に関する確かな理解と精緻な論理的思考力を兼ね備え、物理学

の工学への応用と技術的なイノベーションによって人類の発展

に貢献しようと志す人材を育成する。 
機能デザイン工学

科 
機能デザイン工学科は、基礎科学とデザイン思考を共通基盤とし

て重視した教育を行い、それを礎としてナノメディスンとロボテ

ィクスを「ヒトのカラダを助ける工学」として応用するための専

門的知識を修得することで、正しい倫理観と豊かな人間性をもと

に、イノベーションを産む人材を育成する。 
経営学部 経営学部は、理学と工学の知識に基づき数理・数量的かつ実証的

アプローチを積極的に活用し、文系・理系の枠組みを超えた新し



い視点から経営の理論と技法のみならずグローバルな視点から

幅広い価値観と経営・経済活動の実践感覚を教授するとともに、

実用的な知識を教育することによって、科学的認識に基づき経営

に関する合理的判断や意思決定を行うことができる有為な人材

を育成する。 
経営学科 経営学科は、数理・数量的アプローチに基盤を置きながら、学生

が自ら科学的認識に基づいて経営の諸問題を発見・解析し、その

解決法を合理的に選択できる理論と実践を兼ね備えつつ主体性

と自律性をもつ人材を育成する。 
ビジネスエコノミ

クス学科 
ビジネスエコノミクス学科は、数理・数量的なアプローチにより、

経営・経済活動及び人間行動を解析・理解するための科学的理論

体系と分析手法を教育するとともに、他専門分野あるいは異文化

に属する人々とも積極的に協同し、社会の発展に貢献できる人材

を育成する。 
国際デザイン経営

学科 
国際デザイン経営学科は、数理・論理的思考に基盤を置きながら、

経営学に関する知識を裏付けに、デジタル技術の基本原理につい

ての知識を身に付け、グローバルな視点と多様性を尊重し、他分

野の人々と協調しながら、社会課題に対する解決法をデザインで

きる人材を育成する。 
 



別表第 第 条の 関係

















































































































































1



1

1


































































